
資料２８-１

小松空港へ到着

自衛隊機（Ｃ-１)へ搭乗 入間基地を離陸

自衛隊機（Ｃ-１）より降機

国の職員・専門家の緊急輸送（入間基地～小松空港）



資料２８-２

おおい町総合運動公園へ到着 大飯原子力防災センターへ到着

国の職員・専門家の緊急輸送（小松基地～おおい町運動公園～大飯ＯＦＣ）

自衛隊機（ＣＨ-４７Ｊ）への搭乗 小松基地を離陸



施設敷地緊急事態における中央合同庁舎第８号館での活動状況

非常災害対策本部・原子力事故対策本部合同会議

資料２９

非常災害対策本部・原子力事故対策本部合同会議



施設敷地緊急事態におけるＥＲＣでの活動状況

放射線班の活動オフサイト総括による現地とのＴＶ会議

総括班と医療班の調整プラント班と放射線班の調整

資料３０



資料３１-１

第２回現地事故対策連絡会議（関係者との情報共有）

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

第１回現地事故対策連絡会議（関係者との情報共有）



資料３１-２

国職員への引き継ぎ現地本部長への報告

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

館内放送による情報共有住民避難状況の把握



資料３２-１

第４回現地事故対策連絡会議

施設敷地緊急事態におけるＯＦＣでの活動状況

第３回現地事故対策連絡会議（内閣府副大臣（原子力防災担当）到着後）



資料３２-２施設敷地緊急事態におけるＥＭＣでの活動状況

緊急時モニタリング実施計画の立案緊急時モニタリングデータの確認

モニタリング情報の見える化



官邸 ＥＲＣ ＯＦＣ 福井県 おおい町 小浜市 高浜町 京都府・舞鶴市 滋賀県・高島市

8/25 08：00 地震発生

08：50 道路被災情報

福井県、京都府、滋賀県の

土砂崩れ等通行止め情報

09：20 大飯地域要避難者要請文発出

10：10 原災法10条通報（大飯）

10：15 施設敷地緊急事態要避難者

の避難等要請

住民の避難準備要請

11：00 原災法10条通報（高浜）

11：15 PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の施設敷地緊急

事態要避難者の避難等要請

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難準

備要請

14：00 原災法15条通報（大飯）

14：10 原災法15条通報（高浜）

14：35 総理への上申

14：55 原子力緊急事態宣言

PAZ及びPAZに準じた避難を

行う地域内の住民の避難指示

安定ヨウ素剤服用指示

主要イベント

大飯地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請

実施方針案の確認

大飯発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・大飯地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

第１回現地事故対策連絡会議

・大飯地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

非常災害対策本部会議・原子力事故合同対策本部会議（内閣府８号館）
・情報共有、１０条事象、避難要請等の説明、被害状況、現地活動状況、今後の対応、活動部隊への留意事項、プラント状況・見通し、モニタ
リング情報等

第３回現地事故対策連絡会議

・施設敷地緊急事態に伴う状況報告、全面緊急事態における実施方針(案)の決定

全面緊急事態における実施方針
（案）の策定 実施方針案の確認

公示・指示発出

原子力緊急事態宣言

原子力災害対策本部・非常災
害対策本部合同会議

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避指示

第１回合同対策協議会全体会議

・全面緊急事態における実施方針の確認、各市町準備状況報告

内閣府副大臣(原子力防災担
当)OFC到着(OFCの体制確立)

ＴＶ会議（ＥＲＣ、福井県、小浜市、高浜町、京都府、舞鶴市、滋賀県、高島市）×２回

・施設敷地緊急事態における実施方針（案）の決定

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への屋内退避準備要請

実施方針案の確認

対象住民への屋内退避指示

対象住民への屋内退避準備要請

高浜地域施設敷地緊

急事態要避難者への

避難準備要請

対象住民への避難準備要請
対象住民への避難準備要請

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

対象住民への避難指示

対象住民への避難準備要請

施設敷地緊急事態における実施方
針（案）の策定

実施方針案の確認

対象住民への避難準備要請

対象住民への屋内退避準備要請

高浜発電所に関する原子力規制
委員会・内閣府原子力事故合同
対策本部会議
・要請文発出を決定、実施方針
の確認

・高浜地域施設敷地緊急事態要

避難者への避難要請

・全面緊急事態に備えた避難等の

準備要請

第２回現地事故対策連絡会議

・高浜地域施設敷地緊急事態における実施方針の確認

福井県県副知事、京都府副知事到
着

対象住民への屋内退避準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請 対象住民への避難要請、避難等

準備要請

対象住民への避難要請、避難等

準備要請

実施方針案の確認

大飯OFCに大飯発電所及び高
浜発電所に関する現地警戒本
部を統合

現地本部統合指示（案）

現地本部統合の決定

現地本部統合指示

現地警戒本部の統合

現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合 現地警戒本部の統合

住民避難に係る意思決定の流れ（全面緊急事態） 資料３３



全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県)

＜避難に際しての基本的考え方＞
l ８月２５日８時００分に京都府北部にて地震が発生。地震被害からの安全確保を優先し、安

全が確保された場合にのみ防護措置を実施。

【おおい町】
l ＰＡＺ内の住民は、兵庫県川西市内の避難先施設（川西市立加茂小学校 他３施設）へ避難を

実施。避難は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを使
用。

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（集合場所）において緊急配布を
実施。

l 在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は、引き続き放射
線防護対策を講じた屋内退避施設（はまかぜ交流センター、大島小学校）において、避難に
必要な準備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする際には、安定ヨウ素剤の服用指示
に従い、敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）へ避難を実施。
避難には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使用。

避難の対象となる住民への措置（福井県）

関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＰＡＺにおける、全ての住民を対象に避難を実
施（対象：３市町 ６，９４６人）

資料３４-１



【小浜市】

l ＰＡＺ内の住民は、越前市内の避難先施設（県立武生商業高等学校）へ避難を実施。避難
は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを使用｡

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては一時集合施設（福井県栽培漁業センター）に
おいて緊急配布を実施。

l 在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健康リスクが高まる者は引き続き放射
線防護対策を講じた屋内退避施設 (福井県栽培漁業センター)において、避難に必要な準
備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする際には、安定ヨウ素剤の服用指示に従い、
敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター「あいあいプラザ」）へ避難を実施。避難
には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使用。

【高浜町】

l ＰＡＺ内の住民は、兵庫県宝塚市、三田市、猪名川町内の避難先施設（18施設）へ避難を
実施。避難は原則自家用車とし、自家用車避難が困難な場合は自治体等が手配するバスを
使用｡

l 安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（集合場所等）において緊急配
布を実施。

全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県) 資料３４-２



全面緊急事態における防護措置の実施方針(福井県)

屋内退避の対象となる住民への措置

l 関西電力株式会社大飯発電所及び高浜発電所のＵＰＺにおける、おおい町・小浜市・
高浜町・若狭町・美浜町の住民は、屋内退避を実施（対象者数 65,053人）

l 医療機関及び社会福祉施設入所者、在宅の避難行動要支援者のうち、無理に避難すると健
康リスクが高まる者は引き続き放射線防護対策を講じた屋内退避施設 （旧音海小中学校
、内浦公民館、青郷小学校、高浜けいあいの里、若狭高浜病院、若狭高浜病院附属介護老
人保健施設）において、避難に必要な準備が整うまで屋内退避を実施。なお、避難をする
際には、安定ヨウ素剤の服用指示に従い、敦賀市の福祉避難所（敦賀市福祉総合センター
「あいあいプラザ」）へ避難を実施。避難には自治体等が手配するバス及び福祉車両を使
用。

資料３４-３



資料３５-１全面緊急事態（15条）における避難の実施計画

避難等実施方針

参考(1)．避難手段の確保状況

大飯
PAZ

大飯
UPZ

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

避難先：
越前市

高浜
PAZ

高浜
UPZ

避難先：
川西市

避難先：
宝塚市
三田市
猪名川町

関係自治体
対象者数

避難先等
PAZ内一般住民

福
井
県

おおい町 ５９６人 川西市(4施設)

小浜市 ２３１人 越前市(1施設)

高浜町 ６,１１９人
宝塚市、三田市、猪名川町(18
施設)

合 計 ６,９４６人

車両一時保管場所：
三木総合防災公園

参考(2)．車両一時保管場所からの避難手段の確保状況

関係自治体

避難手段内訳

バス

必要台数 確保済台数

福
井
県

おおい町 １８台 １８台

高浜町 １８０台 １８０台

○おおい町、小浜市の大飯発電所ＰＡＺ内の一般住民及び高浜町の高浜発電所PAZ内の一般住民は、陸路にて避難
先（おおい町→川西市、小浜市→越前市、高浜町→宝塚市、三田市、猪名川町）へ避難。

○おおい町及び高浜町の住民は、車両一時保管場所（三木総合防災公園）において関西広域連合の手配したバスに
乗り換え。

○安定ヨウ素剤を携行していない者に対しては緊急配布場所（バス集合場所等）において緊急配布を実施。

関係自治体

避難手段内訳

バス 福祉車両

必要台数 確保済台数 必要台数 確保済台数

福
井
県

おおい町 ２台 ２台 ― ―

小浜市 １台 １台 ― ―

高浜町 ２台 ２台 ― ―

全面緊急事態における避難の実施方針(福井県)
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